
警察官や金融機関の職員をかたりキャッシュカードを

だまし取る詐欺（キャッシュカード手交型詐欺）が発生し

ています。 

「あなたの預金口座の情報が漏れている」、「事件の犯人

を捕まえたところ、あなたの情報が漏れている」、「確認の

ため、今から警察官がキャッシュカードを取りに行く」な

どの電話があった場合は、すぐに電話を切り、警察に相談

しましょう。 

また、訪問されても、絶対にキャッシュカードを渡した

り、暗証番号を教えたりしないでください。 

これにより被害にあわれても、お客さまの重大な過失と

なり、補償は受けられませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気をつけて！ 

「キャッシュカード 

を預かる」 

という電話は詐欺です！ 

令和3年1月4日


